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第三者加害行為の種類 

 

示談について 

 

 

 

 

交通事故などの第三者の行為によってケガをした場合、その医療費は原則として加害者が全額（10 割）負担す

べきです。しかし、すぐに加害者が負担できない場合は、組合員証を使用して医療機関を受診することが可能です

（３割（又は２割）を窓口で負担）。この場合、残りの７割部分等は共済組合が立て替えることになりますので、必

ず共済組合に連絡してください。提出書類等を案内します。 

※ 連絡がなくても、医療機関から届く診療報酬明細書（請求書）により共済組合が第三者加害行為を知った時点

で、所属所へ確認を行い、書類を依頼します。 

 

 

 

第三者加害行為は、交通事故だけではありません。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

示談で請求権の全部又は一部を放棄した場合、共済組合が立て替えた医療費（７割部分等）を加害者に請求でき

なくなることがあります。その場合は、組合員に請求することもありますので、示談する前に必ず共済組合に連絡

してください。 

短期給付係     

（082）513-4957 

 

交通事故以外にも組合員証を使用できない場合があるんだね！ 

車や自転車 
などの事故 

傷害事件 
暴力事件 

飲食店等での 
食中毒事故 

他人のペットに 
ケガを負わされた時 

など 

共済組合に連絡せずに示談を進めると、７割部分等の請求についてトラブルになりやすい

んだね。必ず連絡しよう！ 
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１ 変更内容（給付日額の上限相当額） 

 

２ 適用時期 

 

組合員証を使用して受診した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法に定める賃金日額が変更されたことに伴い、地方公務員等共済組合法第 70 条の２及び第 70 条の３

に規定する育児休業手当金及び介護休業手当金の給付日額の上限相当額が変更されました。 

 

 

 

(1) 育児休業手当金 

 変更前の額 変更後の額 

給付率 50％適用の場合 10,520 円 10,697 円 

給付率 67％適用の場合 ※育児休業開始から 180 日以内 14,097 円 14,334 円 

 

(2) 介護休業手当金 

 変更前の額 変更後の額 

給付率 67％適用 15,513 円 15,778 円 

 

 

 

 令和 6 年８月１日以降の期間について支給される育児休業手当金及び介護休業手当金に適用 

 

育児休業手当金及び介護休業手当金の 

給付日額上限額が変わりました

短期給付係     

（082）513-4957 

被害者 共済組合 

 

診療行為 

 

加害者 

加害行為 

病院 

総医療費の残り７割部分等を請求 

請求に応じて 

総医療費の７割部分等
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総医療費の３割（又
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場合は、加害者に直

接、全医療費（10割）

を請求 

加害者加入の保険会社 

又は 立て替えた総医療費の 

７割部分等を請求 

共済組合に連絡 
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令和６年７月４日付けで、対象者の御自宅に「特定健康診査受診券（セット券）」を送付しました。特定健康診査

は無料で受けられる健康診断です。御自身の健康管理のために、１年に１回受診しましょう。 

１ 送付対象者 

令和６年度中に達する年齢が 40 歳以上 75 歳未満（75 歳の誕生日の前日まで）で、令和６年４月１日時

点に資格を有している次の者 

(1) 被扶養者     

(2) 任意継続組合員及び任意継続組合員の被扶養者 

(3) 短期組合員のうち定期健康診断等の受診機会のない方 

 

 

 

 

 

２ 検査項目 

身体測定、血圧測定、検尿、血液検査（血中脂質、肝機能、血糖）、診察、問診 

  

 

 

特定健康診査受診券（セット券）を送付しました 

健康管理係     

（082）513-4956 

見出し：ＨＧ丸ゴシックＭ 太字 12 

 

      年度途中に資格を取得した対象者で、資格取得前に令和６年度の健診を受診しておらず、

特定健康診査の受診を希望する場合は、別途受診券を送付しますので健康管理係まで御連絡

ください。 

      特定健康診査の結果から、特定保健指導対象者と判定された方は、病院によっては特定健 

康診査受診日当日に特定保健指導を受けることができます。当日受けられなかった方には別 

途御案内します。 

耳寄り情報 

組合員及び被扶養者の方が公立学校共済組合の直営病院である中国中央病院で特定健康診査を受診

すると、次の特典を受けることができます。 

① 特定健康診査の基本項目に加えて、貧血検査、胸部 X線検査、心電図検査、血清クレアチニン

及び eGFRを無料で受けることができます。 

② 中国中央病院までの交通費の補助があります。 

 お近くの方は、ぜひ公立学校共済組合直営病院を御利用ください。 

【公立学校共済組合中国中央病院】 

      住  所：広島県福山市御幸町大字上岩成 148-13 

      連 絡 先：健康管理センター(電話番号:084-970-2291) 

      予約時間：月曜日～金曜日 10時～17 時 

受診方法等詳細は特定健康診査受診券

（セット券）に同封の案内文か、令和６

年度福利ひろしま特集号16～17ペー

ジを御覧ください。 

例年、受診券の紛失による再発行が多

くなっています。受診日当日に受診券

と組合員証（被扶養者証）がないと全額

自己負担となりますので御注意くださ

い。 
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器官別検診について、次のとおり実施しますので、ぜひ御利用ください。 

申込方法等、詳細は別途所属所に通知します（レディース検診は９月、大腸がん検診は 10 月の通知）。 

検診項目 

（実施時期） 
検診方法・内容 対象者 自己負担額 

レディース検診 

（令和６年 11 月 

から令和７年２月） 

検診車による巡回検診 

乳がん検診、子宮頸がん検診、骨密度検査 

※ 会場は、広島市（南区、安佐北区）、福山市、廿日市市、

尾道市、三原市、三次市、府中市、東広島市 
※ 乳がん検診では、40 歳以上の方は「マンモグラフィ」

（乳房のＸ線撮影）、39 歳以下の方は「乳腺エコー」（超音

波検査）となります。 

女性組合員※ 550 円 

大腸がん検診 

（令和６年 12 月） 

指定期間内で検診業者への検体郵送による便潜血検査 

（自宅で採取し、ポストに投函するだけです。） 

41 歳以上の 

組合員※ 
550 円 

※ 人間ドックで上記検診を受診した（予定を含む。）項目について、重複してこの器官別検診を受診することはで

きません。 

※ 任意継続組合員及び被扶養者は対象外です。 

※ 申込方法及び詳細については各通知を御確認ください。 

https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/kousei/seikatusyukanbyo/kikannbetukennsinn/index.html 

 

 

 

令和６年度は RIZAP 株式会社と提携し、８月 11 日、25 日に、オンライン（Zoom）によってセミナーを実

施して、多くの御参加をいただきました。 

以下のスケジュールで、録画配信を視聴できますので、当日の参加ができなかった方は、ぜひ御覧ください。 

配信期間 ８月 19 日～９月 18 日 ９月２日～10 月１日 

プログラム ヘルスマネジメント編 肩こり・腰痛予防編 

内容 

新入社員と若手社員向けに、セルフイメージ

を高めるための RIZAP が実践している目標

設定と食事やトレーニングに関する健康管

理法が学べるセミナー 

肩こり腰痛のリスクや原因を知り、肩こり腰

痛予防に特化したストレッチが学べ、体験で

きるセミナー 

注意 

・本セミナーは運動プログラムを含みます。怪我や熱中症等がないよう各自水分を準備す

るなど、調整して参加してください。 

・受講に当たって、発生する通信費は参加者負担となります。 

※ 視聴方法は、公立学校共済組合広島支部の HP を御覧ください。 

広島支部トップページ> 組合員専用ページ：広島支部> 支部から組合員の皆さまへのお知らせ> 令和６年度 

こころとからだのリフレッシュセミナー録画配信について 

健康管理係     

（082）513-4956 

健康管理係     

（082）513-4956 

https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/kousei/seikatusyukanbyo/kikannbetukennsinn/index.html


６ 

 

 

 

アイリスプラン 

健康管理係     

（082）513-4956 
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組合員又は組合員の配偶者が出産した際、御希望の方に、月刊育児誌「赤ちゃんと！」（１年間 12 冊）と「お医

者さんにかかるまで」（初回１冊）を御自宅にお送りします。扶養認定されていない配偶者も対象になります。 

 

 

 

傷病のため３か月以上病気休暇、療養又は休職をされた場合に１万円を給付します。 

※ 病気休職等期間中１回の給付で、１会計年度１回を限度とします。 

 

 

 

令和６年度中に次の該当年齢に達する被扶養配偶者に、人間ドック健診費用（オプション検査等を除く健診費用

が３万円を超えている場合）のうち、３万円を限度として助成します。 

【該当年齢：４０、４５、５０、５５、６０（歳）】 

★各申請書は、互助組合ホームページからダウンロードしてください（http://www.gojo.or.jp）。 

 

 

互助組合の福祉事業を御利用ください！ 

互助組合     

（082）228-1386 

組合員本人や配偶者が出産されたときは 「育児サポート事業」 

病気休暇、療養又は休職されたときは 「長期療養者見舞金」 

被扶養配偶者が人間ドックを受診されたときは 「被扶養配偶者人間ドック助成」 

http://www.gojo.or.jp/


９ 

収入 492,282 千円

 

 

互助組合は、組合員の掛金及び運用収益を財源として各事業を行っています。令和５年度は、前年度と同様の事

業を実施し、令和６年６月６日に理事会、６月 27 日に評議員会が開催され、「令和５年度事業執行報告及び決算」

が原案のとおり承認されました。 

    

組合員数の状況（令和６年３月末） 

 前年度と比べ、主に正規職員の減少に伴い県費

組合員は 54 人減少、市町費等組合員は広島市費

組合員の退職等により 192 人減少しました。 

なお、県費組合員の短時間勤務職員を除く任用期間に定めのある職員の加入率は約 50％、短時間勤務職員の加

入率は約 28％でした。 

 

給付事業、福祉事業、公益事業（一般会計） 

 給付事業は、病気、介護休暇、死亡、 

出産等に対する給付、福祉事業は、リ 

フレッシュ給付金、人間ドック助成等 

の事業、公益事業は県立図書館へ児童 

図書寄贈等の事業です。令和５年度の 

事業総額は新型コロナウイルス感染症 

の５類移行に伴い増加しましたが、令 

和 5 年度も引き続き健全な財政状況を 

維持していける見込です。令和５年度の 

一般会計の収入及び支出は次のとおりです。 

 

貸付事業（貸付金特別会計） 

 互助組合の貸付利率は、令和５年１月から年利 0.9％で実施して

います。貸付の申込は近年減少が続いており、前年度より 35 件

58,300 千円の減少となりました。令和５年度末時点における貸付

総件数及び総額は、845 件 1,337,600 千円となっており、令和

５年度の貸付申込件数及び貸付金額は次のとおりです。 

 

退会給付金事業（退職準備資金積立特別会計、退職医療給付特別会計） 

 互助組合では、退職等に伴い退会されたときに３種類

の退会給付金（特別退職給付金、生涯福祉給付金、特別返

還金）を支給しています。これらの給付金は、現職中に納

入していただいた一般掛金（平成 15 年度まで納入）、生

涯福祉掛金及び退職医療掛金の総額相当額から一部を控

除した金額を支給しています。令和５年度の給付件数及

び給付金額は次のとおりです。 

県費組合員 市町費等組合員 合 計 

14,183 2,955 17,138 

区分 件数 金額（千円） 

一 般 資 金 149 255,200 

特 別 資 金 15 14,000 

合 計 164 269,200 

区分 件数 金額（千円） 

特 別 退 職 給 付 金   559 215,358 

生 涯 福 祉 給 付 金 1,194 140,179 

特 別 返 還 金 1,198 192,867 

合 計 2,951 548,404 

互助組合     

（082）228-1386 

支出 492,282 千円

（単位：人） 

繰入金  

6,125 千円  

利息及び 

配当金 

1,306 千円 

 

雑収入 

32,582 千円 

掛金 

452,269 千円 福祉事業費 

125,959 千円 

 

公益事業費

1,863 千円 引当費 

25,685 千円  

繰出金 

102,341 千円 

その他 

428 千円  

給付事業費  

171,404 千円  
運営費 

64,602 千円 


